
令和５年度第３回松伏町総合教育会議 会議録 

開 催 日 時 令和６年２月１６日（金） 

午後３時０５分から午後３時３０分まで 

会 議 会 場 松伏町役場 第二会議室 

出 

席 

者 

氏 

名 

構 成 員 

松伏町長               鈴 木   勝 

松伏町教育委員会教育長        岡 田 直 人 

松伏町教育委員会教育長職務代理者   渡 邊 淳 子 

松伏町教育委員会教育委員       宇田川 陽 子 

松伏町教育委員会教育委員        田   隆 

松伏町教育委員会教育委員       増 田 芳 彦 

事務局等 

企画財政課長             立 沢 昌 秀 

企画財政課主幹            渡 辺 武 志 

企画財政課主任            福 永 将 人 

教育総務課長             川 村   功 

教育文化振興課長           鈴 木 英 樹 

教育総務課主幹            小 島   武 

教育総務課主任指導主事        小 山   健 

教育総務課主任            浪 江 大 知 

教育総務課主任主事          伊 東 雅 之 

欠 席 者 なし 

傍 聴 人 なし 

次  第 

（協議又は調整が

行われた事項） 

１ 開会 

２ 町長挨拶 

３ 教育長挨拶 

４ 協議・調整事項 

（１）松伏町教育大綱の改正について 

（２）不適切な指導状況の報告について 

（３）その他 

５ 閉会 

配布資料 ・令和５年度第３回松伏町総合教育会議次第 

・令和５年度第３回松伏町総合教育会議出席者名簿 

・資料１ 松伏町教育大綱改正（案） 

・資料２ 体罰の有無に関する実態調査要領 

・資料３ 【別紙１】教職員用調査票 

・資料４ 【別紙２】児童生徒・保護者用調査票 

・資料５ 各校の結果速報 

・資料６ 調査まとめ 

・松伏町総合教育会議運営要綱 



・松伏町総合教育会議傍聴要綱 

・松伏町総合教育会議傍聴要綱運用基準 

議事録作成者 企画財政課総合政策担当 主任 福永 将人 

協議又は調整の要旨 

議事 発言者 発言内容・決定事項 

１ 開会 事務局 会議の開会を宣言 

２ 町長挨拶 町長 町長の挨拶 

３ 教育長挨拶 教育長 教育長の挨拶 

４ 協議・調整事項 

会議録署名人の確認 事務局 会議録署名人は、町長部局側で町長と教育委員

会側で宇田川委員の２名となる旨を報告する。 

（１）松伏町教育大綱

の改正について 

事務局 協議・調整事項の進行は、会議招集者である町

長に依頼する。 

町長（議長） 次第 ４ 協議・調整事項の（１）松伏町教育

大綱の改正について、事務局より説明を求める。 

事務局 （資料１に基づいて説明） 

１ページ（３）大綱の改正について 

・松伏町教育大綱は、国の教育基本計画の改正や

松伏町第５次総合振興計画の後期基本計画が終

了するとともに、第６次総合振興計画が、１２

月に議決されたことから、この時期に併せて改

正する。 

・第６次総合振興計画が議決されたことを踏まえ

て擦り合わせを行ったものが、今回の案となる。 

・前回の第２回総合教育会議で示した内容と大き

な変更点は無いが、会議で指摘いただいた部分

については、一部文言を修正している。 

町長（議長） ・質問等を求める。 

構成委員 【意見・質問なし】 

（２）不適切な指導

状況の報告につ

いて 

町長（議長） 続いて、次第 ４ 協議・調整事項の（２）不

適切な指導状況の報告について、事務局より説明

を求める。 

事務局 （資料２～資料６に基づいて説明） 

・埼玉県では毎年１～２月にかけて体罰の実態に

ついて把握調査を実施している。また、今年度

は、教職員のわいせつ等に係る事案が増えてい

ることから、例年の調査に、わいせつ事案の根

絶に向けた把握調査が追加された。 



・調査の概要として本調査は、町内の小中学校児

童生徒の保護者及び教職員を対象に実施するも

のである。 

・教職員は調査票の記入後に、直接校長へ提出す

る。保護者は教職員を経由せず、町教育委員会

で準備した施錠した選挙用投票箱を各校並びに

教育委員会の受付前に配置し、児童生徒、保護

者が直接投函する方法で実施した。 

・回収期限終了後には、校長と教頭で開封を実

施。 

・資料２は調査要領、資料３・４は調査票、資料

５は各校の結果速報、資料６は各校からの集計

結果と町内５校の集計をまとめたものとなる。 

・速報結果は、教職員からの体罰・性暴力の報告

は無かったが、児童生徒からの報告では松伏小

は 2件、松伏第二小学校は１件 合計３件の

記入があった。内、松伏小学校の 1件につい

ては、保護者へ確認したところ、記入誤りであ

ることが確認された。 

・松伏小学校の事案について、概要を説明する。

昨年１１月頃に授業中に教職員による行き過ぎ

た指導があったという内容である。具体的には

算数の授業中に児童本人の背中を強く押した、

というものである。 

・対応として、保護者・児童本人へ事実確認を行

ったうえで、当該教職員へ聞き取り並びに指導

を行った。その後、当該職員から直接児童本人

へ謝罪と校長より保護者へ不適切な指導であっ

た旨を説明と謝罪をし、再発防止に努める旨を

伝えた。保護者からは、当該教職員から保護者

への謝罪の必要はないという形で解決に至っ

た。 

・続いて松伏第二小学校の事案について、昨年 1

学期に既に解決している事案となる。教職員か

ら不適切な指導があった旨、保護者から連絡を

受け発覚した。具体的な内容として、猛暑の

中、廊下に１時間立たせられた。教職員から

「バカ」「お前」などの暴言があったという内



容である。 

・学校管理職２名で早急に児童本人へ事実確認を

行った上で、管理職同席の中、保護者へ報告及

び謝罪が行われた。保護者からは、今回の調査

において 1学期に解決している前提で調査期

間内の不適切な指導だったため報告したとのこ

と。１学期の事案にも、管理職から保護者へそ

の後の様子を確認しており、児童本人からも１

学期の事案以降は、不適切な指導をされたとい

う話がないことから、再発はないという認識で

あると確認がとれた。また、本年度残り２か

月、不適切な指導がなければ、改めての指導等

の必要はないという話を保護者から伺ってい

る。 

・説明は以上となる。 

町長（議長） ・質問等を求める。 

委員 ・資料６保護者用の調査票の回収率について、小

学校に比べて中学校の回収率の差が大きく感じ

る。不登校の生徒から保護者が聞き取りするの

も難しいなどあるかも知れない。中学校の不登

校の保護者には確実に配布しているのか。また

その回収率はいかがか。 

事務局 ・不登校の保護者に対しても、確実に配布したこ

とは確認しているが、回収率について現時点で

は把握していない。 

委員 ・承知した。 

委員 ・資料４の保護者用調査票ついて、外国人の方で

調査票を読み書き出来なかった方はいなかった

のか、その場合、どのような対応をしたのか。 

事務局 ・外国人の方への配慮について確認はとれていな

い。調査票を見る限りでは外国人の方への配慮

が欠けていたと感じる。学校に外国人の方への

対応について確認をする。 

委員 ・実際、調査票を読めない外国人の方がいたよう

で、その方は別の保護者の方へ読んでいただき、

調査票を作成したと耳にした。そのため、学校

側の対処としてどうだったかを確認した。 

事務局 ・学校に確認する。 



町長（議長） ・それでは、不登校の保護者の調査票回収率と外

国人の方に対する調査票の学校側の配慮につい

て、事務局が確認することとする。 

町長（議長） 他に質問を求める 

構成委員 【意見・質問なし】 

（３）その他 町長（議長） ・次第 ４ 協議・調整事項の（３）その他につ

いて、何かご意見・ご質問はあるか。 

構成委員 【意見・質問なし】 

 町長（議長） ・協議、調整事項について終了する。進行を事務

局へ戻す。 

５ 閉会 教育長職務代

理者 

会議の閉会の挨拶 

事務局 ・次回の会議開催については、６月の定例教育委

員会終了後に会議を開催したいと考えている。 

・終了し散会 

 

上記記載事項は、令和６年２月１６日松伏町役場第二会議室において開催した、 

令和５年度第３回松伏町総合教育会議の内容を記録したものに相違ないことを認め、 

ここに署名する。 

    

         令和 ６ 年 ３ 月 ２２ 日 

 

 

           署名人の職・氏名  町長    鈴 木   勝                    

 

 

           署名人の職・氏名  教育委員  宇田川 陽 子                   

 


